
北海道内
ほっかいどうない

の自治体
じ ち た い

の条例
じょうれい

の構成
こうせい

（手話言語
し ゅわげんご

条例
じょうれい

　見出
み だ

しのみ）
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項目
こうもく 北海道

ほっかいどう

  言語
げんご

としての手話
しゅわ

の認識
にんしき

の普及等
ふきゅうとう

に関
かん

する条例
じょうれい 札幌市

さっぽろし

手話言語
しゅわげんご

条例
じょうれい

小樽市
おたるし

手話
しゅわ

言語
げんご

条例
じょうれい

施行
しこう

日
び

平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

1日
ついたち

平成
へいせい

30年
ねん

3月
がつ

6日
にち

平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

1日
ついたち

条例制定
じょうれいせいてい

の背景
はいけい

や趣旨
しゅし

等
とう

前文
ぜんぶん

前文
ぜんぶん

前文
ぜんぶん

目的
もくてき

目的
もくてき

（第
だい

１条
じょう

） 目的
もくてき

（第
だい

１条
じょう

） 目的
もくてき

（第
だい

１条
じょう

）

基本理念
きほんりねん

なし 基本理念
きほんりねん

（第
だい

2条
じょう

）
手話
しゅわ

の意義
い ぎ

(第
だい

2条
じょう

）

基本
きほん

理念
りねん

（第
だい

3条
じょう

）

責務
せきむ

・役割
やくわり

手話
しゅわ

が言語
げんご

であるとの認識
にんしき

の普及
ふきゅう

（第
だい

２条
じょう

）

道民
どうみん

の理解
りかい

等
とう

（第
だい

3条
じょう

）

市
し

の責務
せきむ

（第
だい

3条
じょう

）

市民
しみん

の役割
やくわり

（第
だい

4条
じょう

）

事業者
じぎょうしゃ

の役割
やくわり

（第
だい

5条
じょう

）

市
し

の責務
せきむ

（第
だい

4条
じょう

）

市民
しみん

の役割
やくわり

（第
だい

5条
じょう

）

事業者
じぎょうしゃ

の役割
やくわり

（第
だい

6条
じょう

）

施策
しさく

の推進
すいしん

手話
しゅわ

を習得
しゅうとく

する機会
きかい

の確保
かくほ

（第
だい

4条
じょう

）

学校
がっこう

への支援
しえん

（第
だい

5条
じょう

）

事業
じぎょう

者
しゃ

への支援
しえん

（第
だい

6条
じょう

）

なし 施策
しさく

の推進
すいしん

（第
だい

7条
じょう

）

財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

なし なし 財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

（第
だい

8条
じょう

）

委任
いにん

なし なし 委任
いにん

（第
だい

9条
じょう

）

施行
しこう

期日
きじつ

等
とう

附則
ふそく

附則
ふそく

附則
ふそく


